
 

宮 城 県 防 災 会 議 規 程 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、宮城県防災会議条例（昭和３７年宮城県条例第２５号。以下「条例」という。）第５条の規

定に基づき、条例に定めるもののほか、宮城県防災会議（以下「防災会議」という。）の運営に関し必要な事項

を定めるものとする。 

 

（会議の招集等） 

第２条 防災会議の招集は、会長が会議開催の５日前までに開催日時、開催場所及び議事事項を示して、委員に

通知して行うものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。 

２ 防災会議の議長は、会長が務める。 

３ 委員は、病気その他の理由により会議に出席できないときはあらかじめ会長に届け出なければならない。こ

の場合において、委員は、その代理者を出席させることができる。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず，会長が必要と認めるときは，書面により開催することができる。 

 

（会長の職務代理） 

第３条 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第１５条第４項の規程による「あらかじめその指名する

委員」は、副知事の担当事務に関する規程（平成１８年宮城県訓令甲第２２号）において，総務企画一般に関

することを担当事務とすると定める副知事の職にある委員とする。 

２ 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、前項に定める委員が議長の職務を代理する。 

 

（定足数） 

第４条 会議は、委員現在数の半数を超える委員（代理者を含む。）の出席がなければ開くことができない。  

２ 会議の議事は出席委員（代理者を含む。）の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

３ 前２項の規定は，書面による開催の場合に準用する。 

 

（会議録） 

第５条 防災会議に関する次の事項は、会議録に記載しなければならない。 

(1) 開催の日時及び場所 

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名 

(3) 説明等のため出席した者の氏名 

(4) 諸報告の大要 

(5) 議事の大要 

(6) その他会議において必要と認める事項 

 

（部 会） 

第６条 防災会議に置く部会の名称、数及び構成については、会長が防災会議にはかって定める。 

２ 部会の招集は部会長が、会長の承認を得て第２条第１項の例に準じて当該部会に属する委員に通知して行う

ものとする。 

３ 第２条第３項の規定は、病気その他の理由により部会に出席することができない委員について準用する。 

 

資料９ 



 

第７条 部会の運営については、前条に定めるもののほか、防災会議の例に準じるものとする。 

２ 会長は、部会において調査審議すべき事項と決定したものについては、すみやかに関係部会に付議するもの

とする。 

３ 関係部会は、前項の規定により付議された事項の調査審議を終わったときは、すみやかに報告書に議事録を

添え会長に提出するものとする。 

４ 部会長は、調査審議のため必要があるときは、会長の承認を得て、部会に属さない委員及び専門委員の出席

を求めることができる。 

 

（幹事会議） 

第８条 会長は、防災会議の運営について必要があるときは、会長又はその代理者を議長として幹事会議を開催

することができる。 

２ 部会長は、部会の運営について必要があるときは、会長の承認を得て部会長又はその代理者を議長として関

係の幹事会議を開催することができる。 

３ 幹事会議の運営については防災会議の例に準じるものとする。 

 

（専決処分） 

第９条 会長は、防災会議に属する事務のうち、次の各号に掲げるものついては、専決処分することができる。 

(1) 災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。 

(2) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡

調整を図ること。 

(3) 非常災害に際し、緊急措置に関する計画を作成し、かつ、その実施を推進すること。 

(4) 関係機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。 

(5) 市町村防災会議に対し、緊急を要する必要な勧告又は指示をすること。 

(6) 宮城県災害対策本部の設置について、知事に意見を具申すること。 

(7) 市町村地域防災計画の作成又は修正について、知事に意見を具申すること。 

(8) 指定地域市町村防災計画の作成又は修正について、知事に意見を具申すること。 

(9) その他軽易な事項。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の防災会議に報告しなければならない。 

 

（委 任） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し、必要な事項は会長が別に定める。 

 

附  則 

この規程は、昭和３７年１２月３日から施行する。 

附  則 

この規程は、昭和５０年３月２０日から施行する。 

附  則 

この規程は、昭和５９年２月１４日から施行する。 

附  則 

この規程は、平成１６年３月２７日から施行する。 

 



 

附  則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 附  則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 附  則 

この規程は，令和●年●月●日から施行する。 


